
特 許 特 許

作成見本印 紙 印 紙

50,000 5,000

（ 55,000 円）

審 判 請 求 書

平成○○年○○月○○日

特許庁長官 殿

１．審判事件の表示 登録第○○○○○○○号商標権の存続期間更新登

録無効審判事件

２．請求人

住所（居所） 神奈川県横浜市港東区東三丁目３番３号

電話番号 ０４５－１２４－１２３４

ファクシミリ番号 ０４５－１２３－１２３５

氏名（名称） 神奈川株式会社

（代表者） 神奈川 一二 印

３．被請求人

住所（居所） 千葉県千葉市本町三丁目４番５号

氏名（名称） 千葉工業株式会社

４．請求の趣旨 登録第○○○○○○○号商標権についてなした、平成

○○年○○月○○日の存続期間の更新登録を無効とす

る、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求

める。

５．請求の理由

① 手続の経緯

出 願 平成○○年○○月○○日



出願公告 平成○○年○○月○○日

登 録 平成○○年○○月○○日

存続期間更新登録出願 平成○○年○○月○○日

登 録 日 平成○○年○○月○○日

② 無効事由 本件登録商標は、平成８年改正前商標法第48条第１項

第２号により無効にすべきものである。

③ 無効原因 本件登録商標は手続の経緯のところで説明したよう

に、平成○年１月31日の存続期間の更新登録出願に係

り、同年４月１日にその登録がなされたものである。

本件登録商標は当初は株式会社Ａの所有に係る権利

であって、更新登録はＢの出願によったものである。

ところが、株式会社Ａはすでに更新登録出願前１年の

平成○年１月15日には清算を終えて解散の登記がなさ

れ、会社は存続していないものである。

したがって、その後になされた譲渡証書による新権

利者の出願は、当該商標権を継承してもいない者によ

る出願である。

もし、その譲渡が会社解散前になされていたもので

あっても、特許庁に届け出なければ効力を生じないも

のであるから、本件登録商標の原商標権はやはり、そ

の会社解散により消滅したものといえる。

６．証拠方法

甲第１号証 株式会社Ａの閉鎖登記簿謄本により、解散日を証明す

る。

甲第２号証 株式会社Ａの精算書によって、商標権について何らの

定めをしていないことを証明する。

７．添付書類又は添付物件の目録

（１）審判請求書副本 ２通

（２）甲第１号証 閉鎖登記簿謄本 １通

副本２通

（３）甲第２号証 清算書謄本 １通

副本２通


